
国立大学法人島根大学の役職員の報酬・給与等についてⅠ
 
役員報酬等について
1
　役員報酬についての基本方針に関する事項　①
 
平成１７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方　②
 
役員報酬基準の改定内容法人の長理事　　　　　　　　　法人の長と同様に改定理事（非常勤）　　　改定なし監事　　　　　　　　　法人の長と同様に改定監事（非常勤）　　　改定なし２　役員の報酬等の支給状況平成１７年度年間報酬等の総額報酬（給与）賞与就任退任千
円千円千円千円
19,26813,7525,48333
（寒冷地手当）千円千円千円千円
76,57854,36021,676390152
（通勤手当）（寒冷地手当）千円千円千円千円
1,2001,20000
（　　　　）千円千円千円千円
13,2259,3963,7474933
（通勤手当）（寒冷地手当）千円千円千円千円
1,2001,20000
（　　　　）３　役員の退職手当の支給状況（平成１７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）区分支給額（総額）退職年月日業績勘案率千円年月千円年月千円年月該当者なし摘　　要法人での在職期間該当者なし該当者なし就任・退任の状況役名その他（内容
）法人の長法人の長理事監事理事（
5
人）理事（非常勤）（１人）監事（１人）監事（非常勤）（１人）　　
 
期末特別手当（賞与）の額について、役員給与規程において、文部科学省国立大学法　
 
人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員の職務実績を勘案し、学長が、その額の　
 
１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。
  
①本給月額を△０．３％引き下げた。
  
②１２月に支給する期末特別手当の支給割合を１００分の５引き上げた。
    
なお、①、②いずれの改定も平成１８年３月３１日施行とし、施行日の属す　る月の給与については、改定前の給与の額とする規定を設けた。



Ⅱ
 
職員給与について１　職員給与についての基本方針に関する事項　　　１．人員削減も含めた組織や人事制度の見直しにより積極的な人件費の抑制に努める。　　　２．外部資金等自己収入の獲得により総収入額に占める人件費率の抑制に努める。　　　３．セグメント（学部
、施設等）単位で人件費を配分する自己管理方式を原則とし、執行　　　　　上の工夫と財源確保のための自助努力を推進する。　②
 
職員給与決定の基本方針　ア
 
給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方　　　　本学独自の新たな給与制度を構築するまでの間は、国家公務員の給与制度を準用し　　　ていることから、給与水準の決定にあたっても国家公務員の給与改定に準じて改定を実　　　施する。　イ
 
職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方　　　　昇給、特別昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の決定にあたり、職員の勤務成　　　績を反映させる。〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕　ウ
 
平成１７年度における給与制度の主な改正点俸　　給（昇格）　従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により上位の級に昇格させる。賞与：勤勉手当（査定分）　基準日（６月１日，１２月１日）以前６箇月以内の期間における勤務成績に応じて決定される支給割合（
成績率）に基づき支給する。俸　　給
(
特別昇給）　勤務成績が特に良好である場合に上位の号俸に昇給させる。　①
 
人件費管理の基本方針給与種目制度の内容俸　　給
(
昇給）　一定期間を良好な勤務成績で勤務したときに１号俸上位の号俸に昇給させる。①特別職員（専任の医学部附属病院長職）を新設したことに伴い、当該職員に適用する　特別職俸給表及び期末特別手当（賞与）を新設し、併せて、管理職員特別勤務手当の
  
支給対象職員に特別職員を追加した。②放射線取扱手当（特殊勤務手当）の支給要件を１月間の外部被ばく放射線量１００マイ　クロシーベルト以上に変更し、支給額を月額７，０００円に変更した。③全俸給表について、俸給月額を△０．３％引き下げた。④俸給の調整額に係
る調整基本額を最大で１００円引き下げた。⑤初任給調整手当の支給限度額を２００円引き下げ月額５０，０００円とし、一部の区分を
  
除き、各区分の支給月額を１００円から２００円引き下げた。⑥配偶者に係る扶養手当を５００円引き下げ，月額１３，０００円とした。⑦勤勉手当の支給割合を１００分の２．５引き上げ、１００分の７２．５（特定幹部職員にあっ
  
ては、１００分の９２．５）とした。⑧１２月に支給する期末特別手当の支給割合を１００分の５引き上げ、１００分の１７５とした。
  
なお、③～⑧の改正は平成１８年３月３１日施行とし、施行日の属する月の給与については、改正前の給与の額とする規定を設けた。



２　職員給与の支給状況　①　職種別支給状況うち通勤手当人歳千円千円千円千円
1,35144.46,9475,024491,923
人歳千円千円千円千円
33645.45,8994,302721,597
人歳千円千円千円千円
58647.28,6936,239392,454
人歳千円千円千円千円該当者なし人歳千円千円千円千円
29937.85,0673,698441,369
人歳千円千円千円千円
4142.07,0185,148571,870
人歳千円千円千円千円
6743.15,7474,184431,563
人歳千円千円千円千円
2
人歳千円千円千円千円
2
人歳千円千円千円千円
1853.85,3723,936611,436
人歳千円千円千円千円該当者なし人歳千円千円千円千円該当者なし人歳千円千円千円千円該当者なし人歳千円千円千円千円
7232.63,4403,03529405
人歳千円千円千円千円
1435.12,8952,15049745
人歳千円千円千円千円該当者なし人歳千円千円千円千円
4331.13,5143,41216102
人歳千円千円千円千円
547.14,5483,351501,197
人歳千円千円千円千円
1028.43,3302,49544835
注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。注２：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。注３：「医療職種（医療技術職員）」とは、病院部門において栄養士、薬剤師、診療放射線技師、臨床
検査技　　　師等の業務を行う職種を示す。注４：「その他医療職種（看護師）」とは、病院以外の部門において看護師、保健師の業務を行う職種を示す。注５：「その他医療職種（医療技術職員）」とは、病院以外の部門において、栄養士、臨床検査技師の業務を　　　行う職種
を示す。注６：「技能・労務職種」とは、自動車運転手、汽かん士、検査助手、剖検助手、看護助手、守衛等の業務を　　　行う職種を示す。注７：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」及び「その他医療職種（医療技術職員）」は、該当者が２名以　　　下のため、当該個人
に関する情報が特定されるおそれのあることから、「平均年齢」以下の事項について　　　記載していない。区分常勤職員うち所定内人員うち賞与平均年齢平成１７年度の年間給与額（平均）総額事務・技術教育職種（大学教員）医療職種（病院医療技術職員）その他医療職種（看
護師）医療職種（病院医療技術職員）非常勤職員事務・技術教育職種（大学教員）医療職種（病院看護師）医療職種（病院医師）再任用職員在外職員任期付職員医療職種（病院医師）教育職種（附属義務教育学校教員）技能・労務職種医療職種（病院看護師）その他医療職種（医療
技術職員）



②　　　　注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。　　　　注２：年齢２０～２３歳の該当者は２名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから　　　　平均給与額については表示していない。年間給与の分布状況（事務
・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
02,0004,0006,0008,00010,00012,000
２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳
050100150
人数平均給与額第３四分位国の平均給与額第１四分位年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））人千円
02,0004,0006,0008,00010,00012,000
２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳
050100150
人数平均給与額第３四分位国の平均給与額第１四分位年間給与の分布状況（事務・技術職員）人千円



（事務・技術職員）四分位四分位第１分位第３分位人歳千円千円千円　部長
158.5--
　課長
1855.98,0268,3538,610
　課長補佐
3355.97,0217,1697,342
　係長
14249.16,0016,2906,520
　主任
8243.55,1985,4765,844
　係員
6030.33,2293,6803,944
　　
  
から、年間給与の平均額については記載していない。注２：「課長」には同相当職である「事務長」を、「課長補佐」には同相当職である「室長」及び
      
「事務長補佐」を、「係長」には同相当職である「専門職員」及び「技術専門職員」を含む。　　　（教育職員（大学教員））四分位四分位第１分位第３分位人歳千円千円千円
24054.79,83810,39311,00419043.67,6738,1028,7374142.67,0887,5578,24010538.65,9656,4236,9971043.54,6025,3555,706
平均人員平均年齢平均年齢平均　教務職員人員分布状況を示すグループ分布状況を示すグループ注１：「部長」の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること　教授　助教授　講師　助手
02,0004,0006,0008,00010,00012,000
２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳
050100150
人数平均給与額第３四分位国の平均給与額第１四分位年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））人千円



（医療職員（病院看護師））四分位四分位第１分位第３分位人歳千円千円千円
157.5--354.8-7,194-2852.86,8736,9787,0884248.26,3446,4606,69122533.63,4554,4655,628
　　ことから、年間給与の平均額については記載していない。注２：「副看護部長」の該当者は３名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ　　ることから、第１分位及び第３分位については記載していない。③区分計１級２級３級４級５級６級標準的主任係長課長
補佐課長な職位係員主任係長課長補佐人人人人人人人
336243720344217
（割合）（
 7.1% 
）（
 11.0% 
）（
 46.4% 
）（
 13.1% 
）（
 6.3% 
）（
 2.1% 
）歳歳歳歳歳歳
304559595959
～～～～～～
232735494851
千円千円千円千円千円千円
2,7353,4765,1425,4256,4366,990
～～～～～～
1,9752,3793,2464,6755,0705,914
千円千円千円千円千円千円
3,6054,7016,9957,5788,5539,499
～～～～～～
2,7133,2464,5186,4327,1048,121
区分計７級８級９級１０級標準的事務局長な職位部長人人人人人
-
該当者なし該当者なし該当者なし該当者なし（割合）（　
 
　　
%
）（　
 
　　
%
）（　
 
　　
%
）（　
 
　　
%
）歳歳歳歳～～～～千円千円千円千円～～～～千円千円千円千円～～～～分布状況を示すグループ人員平均年齢
 
職級別在職状況等（平成１８年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）平均　看護部長　副看護部長　看護師長　副看護師長　看護師注１：「看護部長」の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある係員人
員（事務・技術職員）課長年齢（最高～最低）所定内給与年額
(
最高～最低
)
年間給与額
(
最高～最低
)
事務局長所定内給与年額
(
最高～最低
)
年間給与額
(
最高～最低
)
事務局長人員年齢（最高～最低）部長



区分計１級２級３級４級５級標準的な職位人人人人人人
5861010542189240
（割合）（
 1.7% 
）（
 17.9% 
）（
 7.2% 
）（
 32.3% 
）（
 41.0% 
）歳歳歳歳歳
5662596464
～～～～～
3128293138
千円千円千円千円千円
4,7385,8516,5557,0999,101
～～～～～
3,1722,8593,6343,9185,387
千円千円千円千円千円
6,4347,7818,9399,67712,946
～～～～～
4,3243,9155,1155,4447,709
区分計１級２級３級４級５級６級標準的な職位人人人人人人人
299
該当者なし
225422831
（割合）（
     % 
）（
 75.3% 
）（
 14.0% 
）（
 9.4% 
）（
 1.0% 
）（
 0.3% 
）歳歳歳歳歳歳
54545856
～～～～～～
23354751
千円千円千円千円千円千円
4,6605,0035,1865,153
～～～～～～
2,3733,6584,6544,995
千円千円千円千円千円千円
6,4086,8917,2937,271
～～～～～～
3,2385,0866,5667,044
区分計７級標準的な職位人人
-
該当者なし（割合）（
     % 
）歳～千円～千円～　最低）」以下の事項については記載していない。年間給与額
(
最高～最低
)
（医療職員（病院看護師））所定内給与年額
(
最高～最低
)
講師助教授人員年齢（最高～最低）所定内給与年額
(
最高～最低
)
教授（教育職員（大学教員等））教務職員助手看護部長人員年齢（最高～最低）准看護師看護師副看護師長看護師長副看護部長注：６級の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、　「年齢（最高～看護部長人員年間給与額
(
最高～最低
)
所定内給与年額
(
最高～最低
)
年齢（最高～最低）年間給与額
(
最高～最低



④夏季（
6
月）冬季（
12
月）計％％％
67.170.068.6
％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）
32.930.031.4
％％％
          
最高～最低
35.7
～
31.432.8
～
28.632.8
～
30.0
％％％
66.669.668.2
％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）
33.430.431.8
％％％
          
最高～最低
40.0
～
30.936.7
～
27.935.1
～
29.5
夏季（
6
月）冬季（
12
月）計％％％
66.168.267.2
％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）
33.931.832.8
％％％
          
最高～最低
46.3
～
31.839.1
～
29.342.5
～
30.7
％％％
66.169.467.8
％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）
33.930.632.2
％％％
          
最高～最低
42.9
～
31.233.3
～
28.538.0
～
29.9
夏季（
6
月）冬季（
12
月）計％％％％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）％％％　　　　
 
最高～最低％％％
66.369.167.8
％％％査定支給分（勤勉相当）（平均）
33.730.932.2
％％％
          
最高～最低
36.4
～
30.933.3
～
28.833.3
～
29.9
　　あることから記載していない。⑤（事務・技術職員）
80.994.5
注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）　対国家公務員（行
政職（一））　対他の国立大学法人等管理職員一律支給分（期末相当）一般職員一律支給分（期末相当）一般職員一律支給分（期末相当）（医療職員（病院看護師））区分管理職員一律支給分（期末相当）一般職員（教育職員（大学教員等））賞与（平成１７年度）における査定部
分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）区分一律支給分（期末相当）管理職員一律支給分（期末相当）（事務・技術職員）区分



（教育職員（大学教員等））
97.295.9
（医療職員（病院看護師））
94.196.5
注
1
：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給等の法人化直前（平成
15
年度）の教育職俸給表（一）適用職員の給与水準を国の給与水準として算出。給与水準の比較指標について参考となる事項特になしⅢ　総人件費について当年度（平成
17
年度）前年度（平成
16
年度）千円千円千円（％）千円（％）
(A)
千円千円千円（％）千円（％）
(
Ｂ
)
千円千円千円（％）千円（％）
(
Ｃ
)
千円千円千円（％）千円（％）
(D)
千円千円千円（％）千円（％）
(
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
)
注：「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員　　に係る費用及び及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「１７役員　　及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計
額と一致しない。総人件費について参考となる事項Ⅳ
 
法人が必要と認める事項特になし（
     2.7
）
15,588,81515,177,624411,191
給与、報酬等支給総額　　与水準を
100
として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。
11,445,56211,485,818
　対他の国立大学法人等　対国家公務員（平成１５年度の旧教育職（一））　対他の国立大学法人等　対国家公務員（医療職（三））注
2
：教育職員（大学教員）の対国家公務員の指数は、比較対象の国家公務員が少数のため、国立大学法人（
     2.0
）（
   10.0
）
121,496121,496
（
   10.0
）非常勤役職員等給与△
 40,256
（
  
△
0.4
）（
   32.5
）
299,222921,730299,222
（
   32.5
）
1,335,4841,213,9881,220,952
区　　分（
  
△
0.4
）△
 40,256
中期目標期間開始時（平成
16
年度）からの増△減比較増△減退職手当支給額最広義人件費
30,7281,586,8151,556,08730,728
福利厚生費（
    2.0
）（
     2.7
）
411,191
①
 
給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度比増減の要因分析　　給与、報酬等支給総額の前年度比△０．４％の減は、退職者の後任補充を一部実施しな　いこと等により、年度を通じて支給人員が減少したことによるものである。　　また、最広義人件費の前
年度比２．７％の増は、退職手当の支給人員が増加したこと及び　平成１７年度から新たに外部資金等を財源とする職員を雇用したことが主な要因である。②
 
「行政改革の重要方針」（平成
17
年
12
月
24
日閣議決定）による人件費削減の取組状況　　同方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成２１年度までの４年間で　概ね４％の人件費削減を中期計画において定めた。これを受け、平成１８年度事業計画にお　いて概ね
1
％の人件費の削減を図ることとし、平成２１年度までの人件費シミュレーションを基　に人件費削減のための具体的な方策を策定する。　　なお、基準年度（平成
17
年度）の「給与、報酬等支給総額」は
11,445,562
千円、「人件費　予算相当額」は
11,898,763
千円である。


